
これまで社団法人青森県高齢・障害者雇用支援協会が独立行政法人高齢・障害者
雇用支援機構から受託して実施してきました「高齢者及び障害者の雇用支援のための
業務」（給付金・助成金の支給、相談・援助、障害者雇用納付金の徴収など）につきま
しては、この度、業務委託が終了し、平成２３年４月１日から、青森県においては、この
業務を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の下記事務所が実施いたしますので、
ご案内申し上げます。

（社）青森県高齢・障害者雇用支援協会からのお知らせ

高齢者及び障害者の雇用支援のための
業務実施窓口の変更について

青森高齢・障害者雇用支援センター
（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 青森障害者職業センター雇用支援課）

平成２３年４月１日（金）から

〒０３０-０８２２
青森市中央１丁目２５番９号 EME青森ビル６階
TEL ０１７－７２１－２１２５ FAX ０１７－７２１－２１２７

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） http://www.jeed.or.jp

※「高齢者及び障害者の雇用支援のための業務」の概要については裏面をご覧ください。

社団法人青森県高齢・障害者雇用支援協会

平成２３年３月３１日（木）まで

〒０３０-０８０１ 青森市新町２丁目２番４号 青森新町二丁目ビル７階
TEL ０１７－７７５－４０６３

※平成２３年３月２２日より、次のとおり移転します。

〒０３０-０８６１ 青森市長島２丁目１０番４号 ヤマウビル６階
TEL ０１７－７７５－４０６３ FAX ０１７－７３４－７４８３



高齢者雇用支援業務

業 務 の 概 要

障害者雇用支援業務

● 各種助成金・奨励金の申請受付

65歳以上への定年の引上げ等や70歳まで働け

る制度の導入、高年齢者等の共同創業による雇
用・就業機会の創出の場合の給付金の支給を受
けようとする事業主や事業主団体の方々から
の申請書の受付等を行います。
＜助成金・奨励金一覧＞
○定年引上げ等奨励金
○高年齢者等共同就業機会創出助成金 等

● 高齢者雇用に関する相談・援助

事業主や事業主団体の方々に対し、専門の高
年齢者雇用アドバイザーが企業診断システム
の活用や企画立案サービスの提供などにより、
賃金・処遇、職場改善などの条件整備に関す
る相談･援助等を行います。
○高年齢者雇用アドバイザー及び70歳雇用支
援アドバイザーによる相談・助言

○企業診断システムの活用による課題解決
○企画立案サービスの提供

● 障害者雇用納付金等の申告・申請受付

障害者雇用納付金の申告が必要な事業主の方々
からの申告書の受付等を行います。また、障害者
雇用調整金・報奨金等の支給を受けようとする事
業主の方々からの申請書の受付等を行います。
＜納付金等一覧＞
○障害者雇用納付金
○障害者雇用調整金
○在宅就業障害者特例調整金
○報奨金
○在宅就業障害者特例報奨金

● 各種助成金の申請受付

障害者を新たに雇い入れたり障害者の雇用を
継続するための職場環境の改善や職場への適
応、仕事の習熟のための雇用管理を行う場合
の助成金の支給を受けようとする事業主の方
々からの申請書の受付等を行います。
＜助成金一覧＞
○障害者作業施設設置等助成金
○障害者福祉施設設置等助成金
○障害者介助等助成金
○職場適応援助者助成金
○重度障害者等通勤対策助成金
○重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
○障害者能力開発助成金 等

事業主や事業主団体の方々に対し、障害者の
雇入れに当たっての工夫や改善、障害者が能力
を発揮して活躍するための取組等について、講
習・情報提供を行います。また、より専門的な支
援を必要とする場合は、適切な支援機関を紹介
します。
○障害者職業生活相談員資格認定講習の開催
○障害者雇用の促進に役立つ実践的なマニュア
ルや好事例等の提供

○障害者雇用優良事業所等の表彰
○障害者雇用事業所等視察・交流会の実施

● 障害者雇用に関する講習・啓発活動等

＜ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 （企画部 渉外課） ＞

〒１０５－００２２ 東京都港区海岸１-１１-１ ニューピア竹芝ノースタワー １５階
TEL ０３-５４００-１６２７ FAX  ０３-５４００-１６３５
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） http://www.jeed.or.jp

※平成２３年４月１日以降における上記業務内容についてのお問い合わせは、表面の機構センターまでご連絡ください。

● 問い合わせ先 （業務委託の終了について、ご質問やご不明な点などございましたら、こちらまでご連絡ください。）

地方アビリンピックの開催

障害者の方々が日頃培った技能を互いに競い合う
ことにより、その職業能力の向上を図るとともに、
企業や社会一般の人々が障害者の方々に対する
理解と認識を深め、その雇用の促進と地位の向上
を図ることを目的として地方アビリンピック（障害者

技能競技大会）を開催します。


